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文
字
史
か
ら
みた

現行仮

名
字
体
制
定の

背景

１１‐

片仮

名
の場

合１ー

吉

　 　

見

　 　

孝

　 　

夫

　

今日我わ

れが

通常使

用
し
ている仮

名
字
体
は
、
明治

三三年九

月
か
ら

施
行
さ
れ
た小学校

令
に
伴
う
小
学
校
令施

行
規則によ

っ
て公

的
に
基準

が

与
えら

れ
たの

に
基
づ
く
。
そ
の
第

一六

条
は
次
のよ

う
にあ

る
。

小学校

ニ
於
テ教授

ニ用フ

ル
仮
名
及
其
ノ
字体ハ

第

一 号表ニ

、
字音

仮
名
遣

ハ
第
二
号表下

欄

ニ
ョ
リ
又漢

字

ハ
成
ル
ヘ
ク其ノ数ヲ

節
減
シ

テ応

用
広キモノ

ラ
選フ

ヘ
シ

尋
常小

学校

ニ
於テ

教
授

ニ用フ

ル
漢字

ハ
成
ル
ヘ
ク第三号表ニ掲

ク

ル
文字ノ

範囲内

ニ
於テ

之
ヲ
選フヘ

シ

第三号表は

、
尋常

小学校

に
お
い
て
教
授す

べ
き漢

字
の
一
覧
表
で
、

一

二
〇〇

字
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は明治

四一 年に削

除
さ
れた

。
第二

号
表
の仮

名
遣は

い
わ
ゆる

棒
引
仮
名
遣
で
ある

。
こ
れも各

方面

の
強い

反

対を受け

、
同
様
に
削
除
さ
れた

。
第
二
号表・

第
三
号
表は結

局
は
定着

し

な
か
っ
た
。
漢
字
制
限
、
仮
名
遣
の
問
題
は
、
今
日に

至
っ
ても国

民
的合意

を
完
全
に
は
得
られ

てい

ない

。

そ
れらと異な

り
、
第

一
号
表は

見事

に
実
効
を
あ
げ
、
そこに掲

げられ

た
仮
名
字体

は
完
全
に
定着

し
た
。
煩を

い
と
っ
て
、
ここに

第

一
号表を

引

用
するこ

とは避ける

が
、
そこに

示
さ
れ
て
いる

平
仮
名

・
片仮

名
の字

体

が今日

ま
で
受け

継がれ

てい

る
。
仮
名
の字体

を
ど
う
するか

な
ど
、
今日

で
は
論
議
の
対象

に
なろ

う
は
ずも

な
い
。

字体

が
統

一
さ
れた

う
ら
に
は
、
そ
れ
以前

に
は仮

名
字
体が

多
様
で
あ
っ

た
と
い
う
事
実
が
存
在
する

。
平
仮
名
は
多
く
の
異体字を

含
ん
で
い
た
。
片

仮
名
の
ほ
と
ん
ど
は一

定
の字

体
に
定ま

っ
て
い
た
が
、
二
、
三
の仮

名
は
複

数の字

体
が
併
用さ

れ
て
い
た
。

仮
名
字体に

法的

に
基
準
が
与
えられたこと

に
関
し
ては

、
い
く
つか

考

え
な
け
れ
ば
な
らない問題

が
ある

。
なぜそれ

が
明
治
三
三年

とい

う
時点

で
実
行
さ
れ
たの

か
、
なぜ

こ
の字

体
が
選
ばれ

たの

か
、
等
々
。

　

こ
う

い
っ
た問題

に
解
決を

与
え
るに

はい

く

つかのア

プ

ロー

チの

し
か

た
が
あり

得
よ
う
。
こ
れ
を
学
校
教
育
の
普及とい

う
教
育
史
の
流
れのな

か

でと

らえるの

も

一

　

つ
の方

法
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
活字印

刷の

普及と

か
ら
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一四

めての

近
づ
き方も

あ
ろ
う
。

　

筆
者
は
、
小
学
校
令
施
行規

則
に
おい

て
基準

と
し
て
こ
れら

の字体

が
採

用さ

れ
た背景を

、
文字

史
を
研究す

る
立場

か
ら
明
ら
か
に
し
た
い
と
考え

てい

る
。
この小論

で
は
、
その手

は
じ
めと

し
て片

仮
名
字体を扱

う
。

吉

　

見

　

孝

　

夫

２・

１

　

小学

校令

施
行
規
則以前

の明治

期の

片
仮
名
交
り
文献を読

むと

、

現行

の片仮

名
字体

と
相
違
する字

体
に出

会
う
が
、
それ

は

「
マ・ ネ・ ヰ

」

の異体

字〈 て

・
子
・ 井〉

（ 以下字

体
のレベ

ル
で
の表示

には〈

　

〉を

用

い
る
）にほ

ぼ
限られ

る
。

このな

か
で

　

へ
て
ｖ

　

の
出現

は
稀
とい

っ
て
よい

が
、
〈 子

・井〉

は
決
し
て

　

ヘ ネ・ ヰ〉

に
比
し
て
頻
度

の低いも

の
で
はな

い
。

後
の
記
述
で
了
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
施
行
規
則の

第

一
号
表は

、
片仮

名
に
関

す
る
限
り
、
「ネ
・ ヰ

」の

仮
名
の字体

の統一

にそ

の
目
的
が
あ
っ
たの

で
あ

サ る
。

　

明
治
三三年

の
小学

校
令
施
行規

則
に
おいて

、
な
ぜ

　

へ
て
・
子

・ 井〉

で

な
く

ヘ
マ・ネ

・
ヰ
ｖ

　

の
字体

が
選
択
さ
れ
た
のかを

明
ら
める

ために

、
そ

れ
以前

に
い
ず
れ
の字体

が
ど
のよ

う
に使

われ

て
い
た
のか

を
、
この

節と

次
節
と
で
みる

。

　

近世

における片仮

名
字体

につ

い
て
、
春日

政
治

「仮
名
の
沿
革
」には

次
のよ

うに

あ
る
。

マも

こ
の形

が
開府百年

前
後
に
用
ゐ
出
さ
れ
て
、
維新

に
至
った

。
そ

れ故今

体を

標
準
と
し
て
見
た
時
、
この

末
（ 江

戸
時
代
の
末
１ １１１

吉
見
）

の
異
体
と
見
る
べ
きも

のは

、
子

・
井
の
二
つ
で
あ
って

、
こ
れ
はむ

し

ろ
江
戸
期
の標

準
字体

で
あったの

で
ある

。
只ての字

が
ま
だ併

用さ

れ
てゐ

た
や
う
で
ある

。

　

こ
れ
を
検
証
す
べ
く
、
近世

の
資
料中

、
「
いろ

は」 あるいは

「
五
十
音図

」

の類

の
形
で
片仮

名
字体

表
を付し

ている文献

で
の

「
マ・ ネ・ ヰ

」
の
仮

名
の字体を

調
査
し
て
みた

。
そ
の結

果
が
表１

で
あ
る
。

　

この

稿
は
近世にお

け
る片仮

名
字体

の
変
遷
を直

接
に
考察

の
対
象
と
は

し
ていない

の
で
、
この三

つの仮

名
以
外
の字体は表１

に
取
り
あげて

い

な
い
。
こ
れら

の
資
料中

には

、
現行

と異

な
る字体

が
出現

し
てい

る
例
も

あ
るこ

と
を
こ
とわ

っ
てお

く
。
例
えば「

セ
」
の仮

名
の
異体

字

へ せ〉

な

ど
。

　

な
お
、
平
仮
名
で
は
複
数
の字体を

機能

上
使
い
分け

ること

が
知
られ

て

い
る
が
、
片仮

名

に
はそれ

はみ

られ

な

い
。

　

こ
れ
ら
の
資
料
が
国学

関
係
、
文字

研究書

の
類
に
偏

っ
てい

る
点は

この

調
査
結果

の
信
頼性を低

め
る
かに

も
みえ

る
が
、
調
査対

象
を
変更

し
ても

結果

に
大
き
な
違い

は生

じ
ない

で
あろ

う
と
の
見
込
み
を筆

者は持

つ
。

　

以下それ

ぞ
れ
の
仮
名
について

若干の

説
明
を
加
え
よう

。

２・２

　

①
乃
至
⑰の

資
料
において

すべて

　

へ子
〉
の
字体が

使
われ

て
い

る
。
複
数
の
字体を

載
せる

資
料④⑨

⑮⑰

にお

い
て
も
す
べ
て
代表字

体
は

〈
子
〉

で
ある

。

④
の

『和
字
正
濫
秒
』は

、
巻

一
の

「 片

仮
名
字体

」
とい

う
片仮

名
の
字

体
の
字
源
を説

いた項目

中
に
あ
る
。
「ネ
」
の
項
は
次
のよ

うに

あ
り
、
明
ら

かに

〈 子

〉を代

表字

体
と
し
て
い
る
。

　

子

　

蜘
降
写
。腕一 利

　

（巻

一

　

二
一
丁ゥ

）

⑨
の

『同文通考

』は

、
巻
三
の

「片
仮字

釈文

」
で
片
仮
名
字体

の
字
源

に関

する

説を

④同様

に
展
開す

る
。
次
の通

りあ

る
。
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⑰

　

⑯

　

⑮

　

⑭

　

⑩

　

⑫

　

⑪

　

⑩

　

⑨

　

⑧

　

⑦

　

⑥

　

⑤

　

④

　

③

　

②

　

①

悉

　

曇

　

三

　

密

　

秒

補

　 　 　 　

忘

　 　 　 　

記

親

　

縮

　

涼

　

鼓

　

集

和

　

字

　

正

　

濫

　

秒

倭
字古今通例全

書

校

　 　

正

　 　

韻

　 　

鏡

日

　 　

本

　 　

釈

　 　

名

和

　

字

　

大

　

観

　

抄

同

　 　

文

　 　

通

　 　

考

日

　

本

　

書

　

紀

　

通

　

証

字

　

音

　

仮

　

字

　

用

　

格

倭

　 　 　 　

川

　 　 　 　

菜

漢

　 　

呉

　 　

音

　 　

図

以

　 　

呂

　 　

波

　 　

考

仮

　 　 　 　

字

　 　 　 　

考

悉

　

曇

　

摩

　

多

　

体

　

文

仮

　 　

字

　 　

本

　 　

末

書

　 　 　 　 　

名

浄

　 　 　 　 　 　

厳

観

　 　 　 　 　 　

応

鴨

　

東

　

萩

　

父

契

　 　 　 　 　 　

沖

「＊ 筒ネ

　 　 　 　

成

　

員

貝

　

原

　

益

　

軒

文

　 　 　 　 　

雄

新

　

井

　

白

　

石

谷

　

川

　

士

　

清

本

　

居

　

宣

　

長

谷

　

川

　

士

　

清

太

　

田

　

全

　

斎

半十ず

　 　 　 　

直

　

方

岡

　

田

　

真

　

澄

澄

　 　 　 　 　

正

伴

　 　 　

信

　

友

著

　 　 　

者

天

　

和

　

二

　

年

：

六八二

）
刊

貞

　

享

　

四

　

年（一

六
八
七
）刊

元

　

禄

　

八

　

年（一 六

九五）

刊

元

　

禄

　

八

　

年（一

六九五）

刊

元

　

禄

九

　

年（一

六
九
六）

刊

元

　

禄九

　

年（

一 六

九
六）

刊

元禄

　

一
三

　

年

（一

七
〇０）刊

宝

　

暦

四

　

年（一

七
五四）

刊

宝暦

一

　

〇年（一

七六

０
）
刊

宝暦一

　

二

　

年（一

七
六
二
）
刊

安

　

永

五

　

年（

一
七七

六）

刊

安

　

永

　

六

　

年

（一

七七七

）刊

文化

一

　

二

　

年

（一

八

一
五）序

文

　

政四

　

年二

八
二

一
）
筆

文

　

政

五

　

年：

八
二
二
）
刊

文

　

政

　

八

　

年（

一
八二

五
）
刊

嘉

　

永三

　

年

（一

八五０

）
刊

刊

　

行

　

年

　

な

　

ど

子子子

子（

ネ）子子子子

子（

ネ等）子子子子子

子（

ネ等

）

子

子（

ネ等

）

ネ

てててててててて

て
（ 丁

）
ててててて

て
（Ｔ
）

マ

て
（ 末等）

マ

井井井井井井井井井井井井井
ヰ・ 井ヰ（

井
）

井

井（

ヰ等） ヰ

表
１④⑪⑰

以
外
は
以
下
の影印

本等

によった

。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

⑤

⑱

⑮ーー

勉誠社

文
庫

①⑥

⑦⑧

⑲

⑫

⑯
ー

ー
山田

孝
雄

『五
十
音図

の歴

史
』
所
載の写

真

　 　 　 　

⑨

⑭ーー

『国
語
学大系

』
（ い

ず
れ
も影印

）

②
ーー

『貞享版補忘記

』
（白帝社）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（

　 　

）内

は副

次
的
に
扱わ

れ
て
いる字

体
。

③
１ －最

字
解
蝋
縮
涼
鼓
集
』
（汲
古
書
院
）

一
五



　

子

　

即
チ子

ノ字ノ

全
文
。
訓ヲ仮

リ
テ音

ト
ス
。
○ネ

菅家

ノ点

ニ
。

　 　 　

・ー・
ー

　

（ 巻

三

　

一
七
丁
オ

・同ウ）

④
同様

に

〈 子〉

で
代表

させて

い
る
。

⑮の

『仮字考

』は

、
平
仮
名

・ 片仮

名
の字

体
の
字
源に関

す
る研究

書

で
あ
る
。

こ
れ
に
は
次

のよ

うに

あ
る
。

◎子

ハ
子撤 俊

文
ー・ ・

胸
奴 唖

ネ
叶
噌
禰
ガ
酪ー

ー（ 下

巻

　

五
丁
オ
）

ここ

でも

〈
子〉

が
代表字

体
とな

っ
てい

る
。

⑰
の

『 仮字本

末
』の

下巻

の

「片仮字異体証

文切字

例」

も
、
同様

に

片
仮
名
の
各
種
字体

の字源

を説

き
、
そ
の
所
載
資
料
を
示
し
たも

の
で
ある

。

「ネ」

の項

を
引用

し
て
み
よ
う
。

◎
肝 鯵

体
ー
ネ

雛

通
ー１（

下
巻

　

二
四
丁
ォ
）

吉

　

見

　

孝

　

夫

　

以
上

　

ヘネ〉を

載
せる

資
料は

、
い
ず
れ
も
片
仮
名
字体の字

源
を
説
い
て

い
る
も
の
で
ある

。
片
仮
名
に
は
ど
ん
な
字体

が
あ
り
、
そ
れ
は
ど
の
漢
字か

ら
発
し
て
い
る
のか

を解説

し
てい

るの

で
ある

。
④
を除

い
ては

、
近
世
に

は通

行し

て
いない

字体

をも

広
く
載
せ
ている

。
即
ち
、
こ
れら

の
資
料
は

④
を除

いて

は
、
片
仮
名
の
異体

字を

網
羅
し
て
列
挙
する

意
図を持

っ
て
い

た
の
で
ある

。
従

っ
て
、

こ
れ
ら
の
資
料中

に

　

ヘネ
〉

が
掲
げ
られ

てい

るこ

とは

、
この字

体
が

〈 子〉とと

もに

副
次的と

は
い
え一

般
的
に使

用
され

てい

たこと

を
意
味
するこ

と
には

ならな

い
。
〈 子

・ネ

〉
以
外

に
、
『
同
文

通考

』
には

〈
才
〉、
『 仮字考

』
には

〈
才
・家
〉
、
『 仮字

本
末
』には〈

弥
・

才
・
余〉 と

い
っ
た
、
近
世におい

ては

全
く
使
用さ

れ
な
か
っ
た字

体が

載
っ

て
い
る
。
こ
う
い
っ
た過去の文

献
に
見
出
さ
れ
る
だ
けの字体と

区
別
さ
れ

るこ

とな

く

ヘ ネ〉

が
並置

さ
れ
て
い
るの

で
あ
る
。

　

仮
名
字体を

網羅する

意
図を

持
た
な
い他

の
資
料
で
は

　

ヘ ネ〉

に
対
す
る

言及

が全

く
ない

こ
とと考え

あ
わ
せ
て
、
近
世
に
おい

ては〈

子
〉
が

一 般

に広

く
使用

さ
れ
て
い
た標

準
の
字体

で
あ
っ
た
と
認
め
て
よ
い
。

　

以
上
の推

論
には

次
の
反
論
が
あ
るかも

し
れない

。
「 資

料④⑨

⑮⑰の間

には

影
響関

係
が
認
め
られ

る
。
ならば

、
こ
れら

の
資
料
で

〈
子
〉
が
代表

字
体とな

っ
て
い
るのは

、
単に先行文献

の
体
裁に追

随
し
た
だ
け
で
は
な

い
か
」
と
。
確かに

影
響関

係
はあ

る
。
例
え
ば
⑮
は
④⑨を

引用

し
、
参
照

し
てい

る
。
し
か
し
、
他

の
資
料中

で
も

〈 子

〉

のみ

が
使
われ

てい

るこ

と

を考

慮
す
れば

、
この

反
論
が
成立

する

余
地
は
な
い
で
あろ

う
。

２

０
３

　

⑯
を除

いては

　

へ
て〉

が
使
われ

て
い
る
。
複
数の

字体を載

せる

資
料は⑨

⑮⑰

で
あ
る
。
こ
の
三
つの

資
料においても代

表
字体

は

へ
て〉

で
あ
る
。
⑨
の

「片仮字

釈文

」
には

次
の
よ
う
にある

。

　 　

て

　

末
ノ字

ノ省

文
。
呉
音
ヲ用

ユ
。
○
丁菅

家
ノ
点並

ニ
卜
部
家

ニ
伝

　 　 　

ハ
ル
点
図ニ

出
。

　

（巻
三

　

一
八
丁ウ）

ヘ マ〉

には

全
く
言及

が
な
い
。

　

ヘ マ〉

に言

及
がな

い
点
で
は⑮⑰

も同様

で
ある

。
⑮
の
記述

は
次
の通

り
で
ある

。

　

◎
て
ハ
末
鍍
贈
敵
地
Ｔ
叶
噌
方
蚊
憐ーー

（ 下
巻

　

一 七

丁
ウ・

一
八
丁
オ）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

注
３

　 　 　 　 　

マ
マ

⑰は

　

へ て〉を

代
表
字
体
と
し
て

〈未
〉
や

　

へ丁〉

な
ど
の字

体
を
載
せる

が
、
ヘ
マ〉

にはふ

れ
ない

。

　

へ子
〉同様

に
、
へ
て
〉
が
近
世
に
お
いては最も一 般的な字体

で
あり

、

標
準
字体

で
あ
っ
たことは

了
解
さ
れ
よ
う
。
この

結果は

、
春
日氏

の

「
只

ての

字
が
ま
だ
併
用
さ
れ
てゐた

や
う
で
ある

」
とい

う
発
言
に
含
ま
れ
る

ニ
ュ
アン

ス
とは

大
部かけ

離
れ
ている

。

　

そ
れ
に
し
ても

、
片仮

名
字体

を
網
羅
す
る
意
図を持

っ
て
いた

はずの

⑨

⑮
⑰
が

ヘ マ〉

に

一
言も

ふ
れ
て
いない

のは

ど
う
解釈

すべき

で
あ
ろ
う
か
。

印
刷
の便

を
考慮

し
て具体的

に字体

を
示
すことは省

略
する

が
、
⑰
は
ご

く
限
られ

た文献

に
し
か
見
出
さ
れ
ない

特殊な字体ま

で
掲
載し

ている

。

それ

にも

かか

わら

ず
、
使
用さ

れ
ること

が
稀
とはいえ

、
も
っ
と

一 般的



文字史からみた現行片仮名字体制定の背景

で
あ

っ
た
はずの

　

ヘマ

〉は

全
く
無
視
し

て
い
るか

のよ

う

で
あ
る
。
近
世
に

おい

ては

、
⑯
にある

通
りヘ マ〉

は
決し

て使

用
され

ること

が
皆無

で
あ

っ

たわ

け
で
はない

。

　

と
こ
ろ
で
表１

に
掲
げ
た
資
料中

（それ

に
限
ら
ず
他
の写本

’ 刊

本
で
も

同
様
で
あ
る
が
）の

　

ヘ ク〉

の字体

及
び

〈 夕〉

の

　

ヘ ク〉

の部分

は
、
微
細

な点

で
は
現
行

の

　

ヘ
ク
〉

の
字体及

び

〈
夕
〉

の

　

ヘ ク〉

の部

分と

必
ず
し
も

一 致

し
ない

。
極端

に
い
え
ば
、
右
上
か
ら
左下

へ
の
二
つ
の長

短の

斜
線
だ

け
で
書
か
れ
る
こと

が
あ
る
。
この

傾
向
は活

字
本
よりは

整版本

、
整
版本

よりは写

本
に
強い

よ
う
に思

われ

る
。
毛筆

で
書
か
れ
る

　

ヘ ク〉

は
、
二
つ

の斜線

の右

上
端
部
同
士
を
結ぶ線が

不
明確に

な
りや

す
い
。
最
も
明確

な

ヘ ク〉

か
ら
、
左
上
か
ら
右下へ

の
線を欠

い
た

　

ヘ ク

ｖ
ま
で
、
そ

の
中
間
段

階のあ

ら
ゆ
る
形
が
実
際
に
は出現

する

。
こ
れ
は
、
字体

で
は
な
く
書
体
の

差と

みるべき

で
あ
る
。
つまり

は

ヘ ク〉

とい

う
字体

を
書
く
場
合
の
許容

範
囲内

で
の
書
体
のゆ

れで

ある

。
だ
か
ら
、
近
世
の
片仮

名
字
体
研究書

で
、

ヘ ク

〉へ 夕〉と

へ
夕
〉へ 夕

〉
を
互い

に
異体

字と

し
て
区
別
し
てい

るもの

は
な
い
。
⑰の

「
片
仮字異体

証
文
切
字
例」

の
末
尾
に
次
のこと

ばが

あ
る
。

右に挙た

ろ
片
仮字の中

に
。
同字を

草
体
の
ご
と
く
たを

やかに

書
き
。

又
おのづ

か
ら筆勢

にて変

れ
るもあるな

り
。
（ 下巻

　

一
エ
ハ 丁

オ
）

右
の
こ
と
ば
を借

り
れ
ば
、
「筆
勢
に
て
変
」
わ
る
範
囲内

の
ゆれ

で
あ
る
。

　

同
様

の事

情
が

へ
て・

マ
ｖ

　

にもあると

考
え
る
。
へ
てｖ

を毛

筆
で
書
く
と

ヘ マ〉

に近づ

く
。
表１

の
資
料
は⑭を

除
き
活
字
本
か
整
版本

で
あるの

で

字体

の認

定
に
迷
う
ことはない

が
、
写
本
で
はへ て〉

か

　

へ
マ
〉
か
判
断し

に
く
い
場
合
もある

。
実
際
に
書
か
れ
る
書体

には

、
へ
て
〉
か
ら

ヘ マ

〉
ま
で

の中間

段
階
の
あら

ゆ
る
形
が
存在し得

るの

で
あ
る
。
ヘ
マ〉

はへ

て
〉
の
許

容
範
囲
内
で
の
書体

のゆ

れ
と認識

さ
れ
ていた

と考えられ

る
。
こ
う
考
え

れ
ば
、
⑨
⑮
⑰

で
ヘマ〉

を
掲
げ
てい

な

いことも

納
得
さ
れ
る
。
ヘマ〉 とへ

て
〉

は
、
字
体
の
別
で
はな

く
、
書体

の
別
な
の
だ
か
ら
。

２

９
４

　

「ヰ
」の

仮
名
の
字
体には圧

倒
的
に

〈井
〉
が
多
く
使
わ
れ
る
。

へ ヰ

〉
の字

体を

掲
げ
る
の
は⑭⑮⑰

の
三
資
料
に
過
ぎ
ない

。
⑭

『以呂

波

考
』の

「
片仮字

本
字
」
は
、
い
ろ
は順に字源と

な
っ
た漢字とそ

の
省画

（と著者が考え

る）

片
仮
名
とを並

べた

も
の
で
ある

。

　

ーー

宇ウ

○
葦ヰ

乃
ノ於オ

久
ク也ヤ

末
マ１ １

・
（六丁オ）

　

「 葦

」の

上
の
○印は

補
説が

ある印

で
ある

。
そ
の
補
説
で
伴直方

は
清

水浜

臣
の
説を

長
く
引用

し
、
そ
れ
に
賛
意
を
表
し
て
いる

。

○
井
・ １ １

清
水
浜
臣
説云井を

井
の
全
字との

み
い
ふは

い
か

・
なら

む

　

ーー

さ
て
今
の
片
仮
名
の
井は

古
く
か
き
来
れ
るはお

ほ
く
ヰ
と
かき

　

たりこ

れ
明
ら
かに

草の

省
文
な
る
を
し
ろへ

し
ー
ーー（ 六丁

オ

・
同

ウ）

　

浜
臣
の

「 章

」
と直方の

「葦
」
と
の
食
い
違
い
はと

も
か
く
と
し
て
、
一
一

人
と
も
に
、
古
く
は

〈 ヰ〉の

字体

で
書
か
れて

き
た
の
が
現在

で
は〈

井
〉

の字

体
に
な
っ
て
い
る
、
とい

う
立場

に
立
つ
。
す
る
と

「片仮

名
本
字
」
で

〈 ヰ〉 を

用
いたのは

、
そ
れ
が
通行

の
字体

で
あ
っ
たか

ら
で
は
な
く
、
「葦
」

の省

画
で
あること

を
積
極的

に
示
す
た
め
で
あ
っ
たと

考える

の
が
妥当

で

あ
る
。
事実

、
補
説
は

「
０ヰ

ー
・ー
」
で
は
な
く
、
「０
井ーー

」
と始

ま
っ
て

い
る
。
こ
れ
は

「ヰ
」
の
通行

の
字体

が

〈井
〉
で
あ

っ
たか

らだ

ろ
う
。

⑮
はぬ ◎ ￥

斗
ハ
れ 早朔 鯖

省
ーー

恥
或
北 ”
叶
噌且 汁

謬
栓
欝
掛
云
． ・ ． ・ ・ ・

（ 下
山 景 暫

　

－ 二 不

］Ｔ Ｉ

オ）

一 七



一
八

とあり

、
続いて

先
学
の
説を

引用す

る
。
中に

『以呂波考

』
にも引

か
れ

た
清水浜臣

の
説
を
引
き

「 精シ

ト
云ヘシ

」
と評

し
て
い
る
。
た
だし

⑭
の

場
合
は

〈 ヰ

・
井〉

が「

葦
」
に
字
源
を持

つこと

を
示
すた

めに

〈 ヰｖ

　

を

「 片仮字本字

」に掲

げ
る
必要

が
あ
っ
た
が
、
岡田真

澄
は

〈 ヰ〉

とへ 井〉

とを字

源
を異

にする字体とみて

い
るの

で
、
敢
え
て

〈ヰ
ｖ
を
代表

字体

とす

る
必要

は
な
か
っ
た
。
それを

ここ

に
代
表
字体

と
し
てい

るの

は
、
〈 ヰ〉

が
ある程

度

一 般的

に使用さ

れだし

ていたか

ら
で
あ
ろ
う
か
。
この

点は

〈ヰ
〉
と

へ 井〉

の使

用
を更

に
各
種文

献
に
わた

っ
て調

査
するま

で
保留

し

て
おきたい

。

⑰
は
次
の
通り

で
あ
る
。

◎
勝
鯵

体
ーキ鶴ー１（

下巻‐ 天

丁
ォ
）

吉

　

見

　

孝

　

夫

ここ

で
は代表字体は〈 井〉

で
あ
り
、
〈 ヰ〉は

他
の特

殊な字体と同

等
に

扱わ

れ
ている

。

　

以
上
⑮を

無
視
する

な
ら
ば
、
近
世において

「 ヰ

」の

最
も

一 般

的
な字

体
、
標
準
字体は〈 井〉

で
あ
っ
た
と断定

し
て
よ
い
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
仮
名
字体

を
網
羅
する

意図

を
持

っ
て
いたはず

の
⑨
で

〈 ヰ〉

に言

及
し
てい

な
い
のは

なぜ

か
。
へヰ
〉
が
使
われ

るこ

と
稀
で
あ
っ

た
とい

う
のは理由

に
なら

な
い
。
⑨
は特

殊な字体をも

載
せ
て
い
る
の
だ

か
ら
。

　

先に

引
用
し
た

『以呂波考

』の

「
片
仮
字
本
字
」の

補
説中

の
清
水
浜
臣

の
説を

も
う

一
度
みよ

う
。
この

、
〈 井〉の

字
源
を「 章

」に

求
め
る
論理は

、

へ井
〉
と

へ ヰ〉

の
字源

が
同一

で
あ
るこ

と
を
自
明
のこ

とと

し
て
は
じ
め

て成立

す
る
。
伴直

方
も
ま
た
従
っ
ている

。
〈井〉とへ ヰ〉と

が
同
源
で
あ

ることに新

井白

石も

ま
た
疑いをも

っ
て
いな

か
っ
た
な
ら
ば
、
⑨
に〈

ヰ
〉

への

言及

が
ない

こと

も説

明
し得

る
。
〈ヰ
〉は

〈 井〉の

、
書体

・書
き
癖

の
相
違
による

一
変
種と認識

さ
れ
てい

たこ

と
に
な
る
。

　

ち
な
み
に
、
⑮⑰

で

〈 ヰ〉とへ

井
〉の

字源

を
別
と
し
たの

は
、
旧来

の

「井
」
の
全
画とい

う
説
と
、
清水浜

臣
の
説と

の
折衷

案とみる

こと

が
で

き＼ る

、
以
上
近
世
に
お
け
る

「ネ

・マ・

ヰ
」
の
字体

を概観

し
た
が
、
次
の
よう

に
まと

め
ること

がで

きよ

う
。

１

　

「ネ
」
の
通
行
字
体
・ 標

準字体は〈

子
〉
で
あ
っ
た
。
ヘ ネ〉は

異体字

の

一

　

つに過

ぎ
ない

。

２

　

「
マ
」の

通行

字
体・ 標

準字体は

へ
て
〉
で
あ
っ
た
。
ヘ
マ
〉
は
、
筆
勢

　

に
よ
る
変異

の
範囲

内
のゆ

れ
で
ある

と認識

さ
れ
て
いた

。

３

　

「ヰ
」
の
通行字体・ 標

準字体

は

〈井
ｖ

　

で
あ
っ
た
。
〈ヰ〉

は

〈 井〉

　

の
筆勢

による

変異

の
範
囲
内
の
ゆ
れ
と
認識

さ
れていた

可能性

があ

　

げ る
。

つ Ｊ

明
治以

降
、
「
マ」

と

「
ネ
・ ヰ

」
と
で
は状

況
が
大き

く
異
な
る
。
この

節

で
は

「
マ
」
の
字体の問題

を
取
りあ

げ
る
。

　

一
八
六
〇年

代か

ら

一
八
七〇年代に

かけ

ての

資
料中

、
次
のも

の
が「

い

ろは

」
「 五十音

図
」
の
形
で
仮
名
字体表の類

を
載
せ
る
。

⑱

　

６
０
－ Ｓ
Ｅ
巨

富
富
口
① の
亀

一
八六三年刊

　

の
．
戸

頃
「 ｏ
ｇ口

⑩

　

『和
英
語
林集成

』

　

－
八
六
七年

刊

　

一
．
○

国
き
ざ
ヨ

⑳

　

『 日仏

辞書

』

　

一
八
六
八
年刊（

一
八
六
二
年初

版）

ｒ
ｍ
ｏ
ロ
ヤ
Ｐ
塚
の

⑪

　

『 音

韻
啓
蒙
』

明
治七年（

品は

）刊

　

敷
田年

治

⑳

　

『 雅

俗節

用
集』明

治
九年（

品ー ①

）刊

　

青
木
輔
清



⑱乃

至
⑳は

外
国
人
の
手
に
な
る
もの

で
ある

。
彼
ら
が
片
仮
名
の
字体を

選
択
す
るにあた

っ
ては

、
規
範
的意識

が
働
いたこと

が
推
測さ

れ
る
。

文字史からみた現行片仮名字体制定の背景

⑱及至⑫

の
資
料
は
、
「
マ
」 の

仮
名
の
字体

と
し
て

一
致
し
てヘ マ〉 を採

っ

ている

。
⑲の

第
二
版（一

八
七
二
年
刊）◎

第
三
版

（一

八
八
六
年刊）も

同

様
で
ある

。

　

こ
れら

性格

の
異な

る
文献

に
おいて一

致
し
ているこ

と
は
、

一
八
六〇

年
代以降

は

ヘ マ〉

が通

行字

体

ｏ 標

準字体

で
あ
っ
たと

断
定
し
てよ

い
で

あろ

う
。
そ
れを

次
の
漢字

片仮

名
交
りの

資
料
で
確認

し
てみ

たい

。

⑳

　

『西洋

事情

初
篇
』

　

明
治三

年（

暴き

）再

刻

　

福
沢
諭
吉

　

ここ

で

『西
洋事情

』
を選ん

だ
のは

次
の
理由

か
ら
で
ある

。
こ
れが

一

般
向けに

書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こと

。
「小
引
」
に「

此
編文

章ノ体裁

ヲ飾

ラス勉

メ
テ
俗
語
ヲ
用
ヒ
タ
ル
モ
只達

意
ヲ
以
テ
主
ト
ス
ル
カ
為
メ
ナリ

」
と

ある

執筆

態
度
か
ら
、
字
体
にお

い
ても最

も

一
般的な字

体を

使用す

る
と

考
えられ

ること

。
外
国
語
原
音をそ

のまま

写
し
取
っ
て
い
る
語
例
が
豊
富

であ

るこ

と
。
最
後
のは

後
に
問題と

す
る

「ネ

・ ヰ

」
の表

記
例
を得

た
い

た
め
で
あ
る
。
「
ネ

ｏ
ヰ
」
は

一
般
に
は出現

す
る
こ
との

稀な仮

名
で
あ
る
。

結
果
は
、
この

資
料
で
は
尽
く

ヘ マ〉

が
使
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
後
に
掲
げ
る表

１１
の四

十
余の

教
科
書
類の

ほとん

ど
は

「
マ
」
の

仮
名

の字

体
と
し
て

ヘマ〉を採

用
し
て
いる

。
へて〉を掲

げ
るのは⑳の

『
五

十
韻
之
原由

』、
⑰
の

『知
慧
の
環』

、
⑳
の

『 新

撰
小
学読本

』の

三
資
料に

過
ぎ
な

い
。

　

明
治
に
な
っ
て
か
ら
は
、
「 マ

」
の
仮
名
の
字体には

ヘ
マ
ｖ
が
定着

し
てい

た
こ
と
が
確
認
で
きた

。
表
１１
の
資
料中

△
←

を載

せ
る最も

新
し
い
資
料

は
明治

一六年の⑳と

い
う
ことに

な
る
。
な
お
、
書
道
教
科書な

の
で
表
１１

に
は加

えな

か
っ
た
が
、
明
治一 八

年
刊
の
『 新

撰
習
字帖

』は

「
マ
」
に
へ
て
〉

の
字体

のみ

を載せる

。

　

明治三三年

制
定
の
第

一
号表

に
は鉦 盗

綱
へ マ〉の字

体が

示
さ
れ
てい

る

が
、
このとき

に
は
、
い
ず
れ
の
字体を

選
ぶ
か
な
ど
問題

に
な
るは

ず
も
な

か

っ
たこ

と
が
確
認

で
きるの

で
ある

。

な
お
、
「
マ
」
の通行字体

が

へ
て〉か

ら

ヘ マ〉へ移

行
し
たのはい

つ
頃

な
のか

、
そ
の移

行
には

ど
のよ

う
な
事
情
が介

在
し
て
い
たのかに

も
答
え

る
べ
き
で
あ
る
が
、
現在の

と
ころ筆

者
はその解

答
を
用
意
し
て
いない

。

一
九世

紀前

半
の
資
料
を
博
捜
し
た
う
え
で
後日を

期
し
たい

。

４

◎１

　

「
ネ

・ヰ

」

の問

題
に
移ろ

う
。

　

先
に
挙
げ
た⑱乃

至
⑳の

資
料
で
は
、
⑲の

第二版

ｏ第三

版を

含
め
、
「
ネ」

にはすべ

て

　

へ子
ｖ

　

の
字体

が
掲
げられ

る
。
『西
洋事情

』もすべ

てへ

子
〉

を
用

いる

。

　

「ヰ
」
の
仮
名
には⑪

を
除
き

〈 井〉

が
使
わ
れ
る
。
⑲
の
第
二
版

◎
第三

版
も
同
じ
で
ある

。
『西
洋事情

』
で
も

〈 井〉

のみ

が
用
いられる

。

　

この結

果
は前代の

傾
向
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。
「
ネ
リ ヰ

」
の通行字

体
には

、
「
マ」 の

場合と異

な
っ
て
、
明治に

な
っ
ても

変化

が
み
られな

か
っ

たかのよ

う
で
ある

。
し
か
し
目
を初

等
教
育
の
教
科
書
に
転ずると

、
そ
う

は
断
言
しが

たい

こ
と
が
了
解さ

れ
る
。
明治初年は

「ネ

ｏ
ヰ
」
の仮

名
の

字
体
にと

っ
て

一

　

つの移

行
期
で
あ
っ
た
。

　

表
１１
は
、
明治三三年

八
月
以前

の初

等
教
育段

階の国

語
教
科
書

（
一
部

文
法書も

含
む）

の片仮

名
字体

表
に
おける

「ネ・

ヰ
」
の
字体を

調
査
し

た結

果
で
あ
る
。

教
科
書を

調
査対象

と
し
たの

は
、
教
科
書
に
は編

者
の
規
範
に
従
っ
て標

一
九



二
〇

吉

　

見

　

孝

　

夫

⑬

　　

⑮ ◎

　　

⑳ ⑫ ⑪ ⑳ ⑩

　　

⑳ ⑰ ⑩ ⑮ ⑭

　　

⑳ ⑫ ⑪ ⑳ ⑳ ⑳ ⑰ ⑳ ⑳ ⑭

単

　 　

語

　 　

篇

　 　

巻

　 　

一

ち

　

ゑ

　

の

　 　

い

　

と

　

ぐ

　

ち

五

　

十

　

韻

　

之

　

原

　

由

智

　

慧

　

の

　

環

　

初

　

編

　

下

小

　 　

学

　 　

教

　 　

授

　 　

書

小

　

学

　

読

　

本

　

巻

　 　

一

小

　

学

　

日

　

本

　

文

　

典

芽

　 　

訓

　 　

単

　 　

語

　 　

篇

小

　

学

　

読

　

本

　

首

　

巻

小

　 　

学

　 　

綴

　 　

字

　 　

書

小

　

学

　

入

　

門

　

甲

　

号

小学

入

門

甲

号（

民
間版）

小

　

学

　

入

　

門

　

乙

　

号

小

　

学

　

入

　 　

門

　

乙

　

号

日

　 　

本

　 　

文

　 　

典

　 　

上

日

　

本

　

小

　

文

　

典

　

上

新撰小学

読
本
初
等科巻一

語

　 　

学初

　 　

歩

　 　

上

小学

読

本初

等

科
，
首巻

売

方

　 　 　

入

　 　 　

門

新

　

編

小

　

学

　

読

　

本

　

首

　

巻

女

　

子小

　

学

　

文

　

範

　

首

　

巻

新

編小

学

読

本第

　

一

　

上

書

　 　 　 　 　 　 　 　 　

名

　 　

文

　 　 　 　

Ｂ

　 　 　 　

省

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

立
ロ

　 　

古

　 　

川

　 　

正

　 　

雄

　 　

加

　 　

藤

　 　

祐

　 　

一

　 　

内

　 　

田

　 　

楓

　 　

山

　

書

　 　

文

　 　 　 　

Ｂ

　 　 　 　

省

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

立
ロ

　 　 　

文

　 　

部

　 　

省（

榊原芳野）

　 　

田

　 　

中

　 　

義

　 　

廉

　 　

浦

　 　

野

　 　 　 　 　 　

鋭

文
部省（ 榊

原芳野・ 那

珂
通高

・ 稲垣千穎）

　 　 　

文

　 　

部

　 　

省（

榊
原芳

野）

　 　

文

　 　 　 　

Ｂ

　 　 　 　

省

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

立 ロ

　 　

文

　 　 　 　

Ｂ

　 　 　 　

省

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

立
ロ

　 　

文

　 　 　 　

Ｂ

　 　 　 　

省

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

立
ロ

　 　

文

　 　 　 　

Ｂ

　 　 　 　

省

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

立
口

　 　

中

　 　

根

　 　 　 　 　

淑

　 　

中

　 　

根

　 　 　 　 　

淑

　 　

池

　 　

田

　 　 　 　 　 　

観

芳

　

賀

　

真

　

咲（ 黒

川
真
頼閲）

　 　

原

　 　 　 　 　 　

亮

　 　

策

　 　

文

　 　 　 　

＝

　 　 　 　

省

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

立 ロ

　 　

平

　 　

井

　 　 　 　 　

正

三

　

尾

　

重

　

定（ 福羽

美
静閲）

三

　

尾

　

重

　

定（ 福

羽
美静

間
）

著

　 　

者

　

・

　

編

　 　

者

　 　

五

　

年

五
年（

四
年

一

　

一
月
初
版）

　 　

五年

　 　 　 　 　 　

，

六
年
五
月

（三
年
九
月
初
版
）

　 　

六年

五

月

　 　

六年

六

月

　 　

七

　

年

　

一

　

月

　 　

七

年

二

　

月

　 　

七

年

五

月

　 　

七

年

八

　

月

　 　

七

年

　

一

　

〇

月

　 　

七

年

　

一

　

〇

月

　 　

八

　

年

　

一

　

月

　 　

八

　

年

　

一

　

月

　 　

九

　

年

三

　

月

　 　

九

　

年

八

　

月

　

一

　

六

　

年

三

　

月

　

一

　

六

　

年

八

　

月

　

一

　

六

　

年

　

一

　

〇

月

　

一

　

七

年

三

　

月

　

一

　

七

　

年

　

一

　

〇

月

　

一

　

八

　

年

　

一

　

月

　

一

　

九

年

三

　

月

刊

　 　

行

　 　

年（ 明

　

治
）

　

・不子子子ネ子
ネネ

　

・不
・ 不
子

子子
ネ

子
ネ

子
ネ

子ネ
ネ
（子
）

子子ネネ子
ネ

子
ネ子子

ネ子子ネ
子

ネ
子

・ 不

ヰ井井井ヰヰヰ井井井ヰ
井

井
ヰ

井
ヰ井井ヰヰヰヰヰ井井

ヰ井ヰ井井ヰヰ ヰ

表
１１



ニー

文字史からみた現行片仮名字体制定の背景

⑪ ⑬ ⑲ ⑱ ⑰ ⑯ ◎ ⑭ ⑬ ⑫

　　

⑪ ⑳ ⑩ ⑱

　　

⑰ ⑯ ⑮ ⑭ ⑱

　　

⑱

　　

⑩

　　

⑳ ⑳ ⑲

　　

⑰

新

　

編

　

読

　

本

　

首

　

巻

小

　 　

学

　

読

　

本

　

階

　

梯

新

体

読

方

書

巻

　

一

　

の

　

上

校

　

訂

　

読

　

本

　

第

　 　

一

売

　 　 　

書

　 　 　

入

　 　 　

門

初

　 　

学

　 　

読

　 　

本

　 　 　

一

普

　

通

　

読

　

本

　

一

　

編

　

上

小学

国

民

読

本巻之

　

一

小

　 　

学

　 　

読

　 　

本

　 　 　

一

小

　

学

　

読

　

本

　

首

　

巻

尋

　

常

　

小

　

学

　

読

　

本

　

第

　

一

実

　

用

　

読

　

本

　

入

　

門

　

巻

　

一

幼

　

学

　

読

　

本

　

初

　

歩

日

　

本

　

読

　

本

　

初

　

歩

　

第

　

一

明

　

治

　

読

　

本

　

首

　

巻

日

　

本

　

読

　

本

　

初

　

歩

　

第

　

一

新

　 　

定

　 　

読

　 　

本

　 　

一

婦

　

女

　

の

　

教

　

育

　

第

　

一

　

巻

初

　

学

　

日

　

本

　

文

　

典

　

上

小

　

学

　

国

　

文

　

読

　

本

　

巻

　

一

新

　

撰

　

小

　

学

　

読

　

本

　

巻

　

一

帝国

読
本
尋常科

用
巻
之

　

一

新撰

小

学読

本

巻

之

　

一

尋

常小学

読

書

教本巻

　

一

細 腕
尋常

小

学読

本

巻

　

一

　 　

稲

　 　

垣

　 　

千

　 　

穎

　 　

竹

　 　

下

　 　

権次郎

　 　

塚

　 　

原

　 　

苔

　 　

園

普

　 　

及

　 　

舎（

稲垣千穎閲）

　 　

文

　 　 　 　

＝

　 　 　 　

省

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

立
ロ

吉

　

田

　

賢

　

輔

（ 本居豊穎

校
訂）

　 　

高

　 　

橋

　 　

熊

太郎

山

　

中

　

英
二郎

（ 平

井参閲

）

井

　

上

　

蘇

　

吉

（ 杉

浦
重剛校閲）

日
下部

　

三之

介
（ 畑榔

文
顔
識
）

辻

　 　 　

敬

　

之・

西

　

村

　

正
三
郎

内

　

田

　

嘉

　

一・ 岡

　

村

　

増
大郎

　 　

西

　 　

郊

　 　 　 　 　 　

貞

　 　

新

　 　

保

　 　

磐

　 　

次

鈴

　

木

　

乾

　

興

←
ニ

　

田

　

利

　

徳

（亀

　

谷

　

省

　

軒

　

閲）

　 　

新

　 　

保

　 　

磐

　 　

次

　 　

中

　 　

原

　 　

貞

　 　

七

浜

　

本

　

義太郎

（ 浜

田健

次
郎
閲
）

　 　

物

　 　

集

　 　

高

　 　

見

　 　

山

　 　

懸

　 　

悌

三

　

郎

　 　

育

　 　 　 　

英

　 　 　 　

舎

　 　

学

　

海

　

指

　

針

　

社

　 　

日

　

下

部

　 　

三

　

之

介

今

　

泉

　

定

　

介

・ 須

　

永

　

和
三郎

　 　

文

　 　 　 　

Ｂ

　 　 　 　

省

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

立
ロ

　

一

　

九

年

四

月

　

一

　

九

　

年

四

月

　

一

　

九

　

年

七

月

一
九
年
九
月

（一

八
年
五
月
初
版
）

　

一

　

九

　

年

九

　

月

　

一

　

九

　

年

　

一

　

〇

月

　

一

　

九年

　

一

　

一

　

月

二〇

年一

月

（一

九
年
四
月初

版）

二〇

年
二
月

（一

八
年
九
月初

版
）

　

二

　

○年

二

　

月

　

二

　

○

年

二

　

月

　

二

　

〇年三

　

月

　

二

　

〇年

五

月

　

二

　

○

年

八

　

月

二○

年一

○
月

（二〇

年
五
月
初
版）

二
○
年

一
二
月

（二〇

年
八
月初

版）

二

一
年
二
月（ 初

版
刊
行
年不

明）

　

一
一

　

一

　

年

二
三年一

二
月（一

　

一 年

七
月
初
版）

　

二

　

五

年

二六

年
九
月

（二
五
年
三
月
初
版）

二六

年
九
月

（二五

年
九
月
初
版
）

　

一
一

　

六

年

　

－
－

　

七

年

　

一

　

一

　

月

　

三

　

〇

年

　

二

　

月

子子
毎

子
毎

ネ・ 不・ 不子子
ネ子子子子子子子子子・不

ネ
子

ネ・ 不
ネ
子

・不
ネ
子

・不
行跡

井井ヰヰ井井井
ヰ

井ヰヰ井ヰヰヰヰヰヰヰ井
井
ヰヰ井ヰヰ井井

ヰヰ井ヰ井
ヰ

井



ニ
ニ

⑫響

１１

を

文

　

部

　

省

　 　

′三
ｏ
ｌ

　

・努

　

桝

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

・ 不

次の資料

は影印

本
によっ た

。

⑭⑳⑰⑫⑫⑲

ーー

『日
本
教科

書
大系

』

⑳⑰⑭⑮⑮⑬

⑳⑳

ーー

『小学

読
本便覧

』

⑯◎⑲

ーー

『大日本小学

教科

書
総覧

』

⑪⑫

ーー

『地
域
教
育資料

』

二
行
に
わた

っ
て
いるの

は
片
仮
名
字
体
表
の類

を二

つ
付
す
資
料
で
ある

。

小活

字
で
右
下
に
添
えたの

は
、
該当する仮

名
字体

表
で
そのよ

うに

記
さ
れ
ている

も
の
で
ある

。

（

　

）内は副

次的

に
扱わ

れ
て
い
る字体

。

⑳

⑳

⑪

◎

の五十

音順片仮

名
字体

表
は
ヤ行の

「イ

・
エ
」
ワ行

の

「ウ
」
に
音義派

流
の特殊な字体

吉

　

見
夫

　 　 　 　 　 　 　

を
用

いる

。

孝

　 　 　 　 　 　

⑳

の

　

ヘ ネ〉

は
、
実
際
には

〈
不〉の

上
に
点
を
う

っ
た形

で
あ
る
。

準字体

が
採
ら
れ
ると考えるか

ら
で
あ
る
。

　

表
に
注記し

た
点及

び「

マ・

ネ

・ ヰ

」
の仮

名
の
字
体
を除

いては

、
⑭

乃
至
⑲の片仮

名
字体表の字体は現行

のと一

致
するとみて

よ
い
。
「
みて

よ
い
」
と暖

昧
なも

の
言いを

せ
ざ
る
を得ない

のは

、
微
細
な
点
で
の
ず
れ

が
あるか

ら
で
あ
る
。
⑭の

「
ク
」
はヘ クｖ

　

の形

に近

い
。
⑮
で
は〈 ヲ〉

の下

の横

線
が
斜線を大

き
く
貫い

てい

る
。
こ
れ
らは

書
体
の
ゆ
れ
と
み
な

す
。

　

以
上
の
資
料は片

仮
名
字体表

に示

さ
れ
る主

要
字
体
と
、
本
文
で
使
用さ

れ
る字

体
と
ほ
と
ん
ど

一
致
す
る
が
、
次
のものは

異な

る
字
体
を
用
い
る
。

⑫の

巻

一
で
は
本
文
に

〈子
・ ヰｖ

　

が
使用さ

れ
、
首巻

と
は

一
致
し
ない

。

⑭は

本
文
で
〈 井〉 を

用
い
る
が
（「ネ
」
の仮

名
は本文にあ

ら
わ
れ
ない）

、

そ
の
民
間版

で
ある⑮は

本
文に

ヘネ

・
ヰ
〉
を
用
いる

。

　

な
お
、
⑳

（ 『 小学読本

便
覧
』
第一

巻
に
よ
る）

と
⑰（

『 日本教

科
書
大

系
』
近
代編第

四巻

による）は同一

書
で
ある

にもかか

わら

ず

「ネ
」
の

字体を異

に
する

。
⑰を子

細に

観察

すると

、
筆
使い

が
こ
の
箇
所だ

け他

と
明
瞭
に
異な

る
。
後
に
手
書
き
し
たよ

う
な稚

拙
な
書体

に
な
っ
て
い
る
。

４

０
２

　

「ネ」

の字体

に
は〈 子

〉とへ ネ〉

が
みられ

る
。
表
１１
の
資
料

中
、
〈
子
ネ
〉を含

め
て〈

子
〉
を
主
要な

字体と

する

も
のは

二
六種

に
の
ぼ

る
。
⑳
は
除
外
。

一
方

ヘネ
子
〉を

含
めて

　

ヘネ
〉を

主要

な
字体

とするの

は
二二

種
あ
り
、
決し

て
少な

く
ない

。
明
治前

半
期は

、
い
ず
れ
が
標
準
字

体
で
あ
っ
た
か
容
易には

判
定
し
難い

の
で
あ
る
。

　

⑳⑳

⑳の編

纂
に
は榊原芳野

が
関
係
し
て
い
る
が
、
「
ネ」 の

字体

は

一 定

し
て
いない

。
⑮⑬は

い
ず
れ
も

「
三尾重定

編
纂

（ ⑮

で
は編

輯）

・福羽

美

静閲

」
と
銘
う
た
れ
たもの

で
あ
る
が
、
主
要字

体は異

な
っ
て
い
る
。
⑬⑳
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は日

下部三之介

の編

に
な
る
が
、
両
者
の間

で

「ネ
」
の
主要

字
体
は〈

子
〉

か
ら

ヘ ネ〉に移

っ
て
い
る
。
同一

編
者
の
教
科
書
で
も
字体は一 定

し
てい

な

い
の
で
ある

。

　

文
部省発

行
の
教
科
書
に
限
っ
ても

字体は

統

一
さ
れ
て
いない

。
少な

く

と
も明治

十
年
代
ま
で
は文部省

にも確たる方

針
はな

か
っ
た
の
で
ある

。

　

同

一
書
で
も⑳の首巻

と
巻

一と

で
使
用
字
体が

食
い
違
う
。
⑮のよ

うに

片
仮
名
字
体
表の主要字体と異な

っ
た字体を

本
文
に
使用する

例
も
あ

る
。
⑳
は
記述

に
統一

が
と
れ
て
いない

。

　

こ
れ
ら
は
、
「
ネ」 に

二
種の字

体が存

在
するこ

とを

積
極的

に示すため

の意識的な

工
夫
と
みるこ

とも

一
往
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
⑫⑮

が

い
ずれも

教
科
書
編集

が未

発
達の

段
階
に
あ

っ
た明治初期の

も
の
で
ある

ことを考え

ると

、
片仮

名
字
体
に周

到
な注

意を向け

て
いない結果

とみ

る
方
が
妥当

で
あ
る
。

　

以
上
み
た
よ
う
に明治前

半
期の

「ネ
」
の
字体

には〈

子
〉とへ

ネ
〉
が

併
用さ

れ
ていて

、
い
ず
れ
を
標
準
字
体
とも

判
断し

か
ねる

の
で
ある

。
実

状は⑳

が
示
し
ている

よ
う
に
、
同

一
人が

両
者
を
ほ
ぼ区

別
な
く
使
用
し
て

い
たの

で
ある

。

４・

３

　

「ネ
」につ

い
て
述
べ
たことは

、
「ヰ
」につ

いて

も
ほ
ぼ
同様

に

言
い得

る
。
⑳
⑪
を除

外し

た表

１１
の
資
料中

、
〈 井

ヰ
ｖ
を
含
めて〈

井
〉
を

主要

な
字体

とするのは

二
四
種にの

ぼ
る
。

一 方へ ヰ

井
〉
を
含
め
てへ ヰ〉

を
主要な字体と

す
る
のは

二
三種と

ほぼ

同数

で
ある

。

　

榊原芳野

が
編にあた

っ
て
い
る⑳⑳⑳の間

で
主
要な

字体は一

定
し
て

い
な
い
。
同

一 編

者

・
同

一 校

閲者

の手

に
な
る⑮⑮の間

で
も
主
要
字
体
は

異な

っ
て
い
る
。

　

「ヰ
」
の
字
体
に関

し
て文部省

に
確たる

方
針
が
ない

こと

、
「
ネ」

の
場

合
と
同
断
で
ある

。

　

同

一 書

で
も⑫

の
巻

一の

本
文
で
は〈

ヰ〉

が
使用さ

れ
、
首巻

の仮

名
字

体表と

一
致し

ない

。
⑮の

本
文
で
は
仮
名
字体

表
で
副
次
的
に
扱
わ
れ
て
い

た

〈 ヰ〉

が
使
わ
れ
て
い
る
。
⑳⑪は

取
り
扱い

が

一 定

し
てい

な
い
。
こ
う

い
っ
た不統一は

、
意識

的
な工

夫
で
は
な
く
、
編集の

未整

備の

結果

で
あ

ろα
。

　

以
上
、
明
治三

十
年代

ま
で
は
、
〈 井〉

と

へ ヰ〉

が併

用さ

れ
て
い
て
、
い

ず
れ
を
標
準字体

と
も
認
定
し
難い

。

に Ｊ

　

前節

で
は
「ネ」

「ヰ
」
の仮

名
の字体

に
共通

す
る事情を述

べ
た
が
、
両

者
の問題

は次の二

つ
の点

で
異
な
る
。

５

０
１

　

表
１１
の
資
料
中

「ネ
」の

仮
名
に
二
種の

字
体を

掲
げ
るのは

⑳⑲

⑳⑭⑮⑳

⑫⑳⑭

⑮⑳⑪⑭⑳

⑯⑱⑳⑪

⑱の一 九

種
で
あ
る
。

一 方

「ヰ
」

の仮

名
に
二
種の字体を

掲
げ
るのは⑳

⑭⑮⑬

⑩⑪⑲⑳

の
八
種に

過
ぎ
な

い
。
この

八
種
の
う
ち⑳を除

いて

は

「ネ」に

二
種
の字体を

掲
げ
る
。
こ

こには

、
「ネ
」に

複
数の字体

が
存在

す
るこ

と
を示

し
て
も
、
「ヰ
」に

複

数の字体

が
存
在
する

こ
とを

示す

に
は及ば

ないと

す
る意識を

み
て
とる

こと

が
で
きる

。

　

へ
子
〉
とへ

ネ〉は字

源
を異

に
し
、
字
形
も
似

ていない

。

一方

へ
井
〉

と

へ ヰ

〉
の
区
別は

、
大
雑把

な
言い

方
を
す
れ
ば
、

一 本

の
縦線

の長

短
で

あ
る
。
２節

で
述
べた

よ
う
に
⑮
⑰
で
はこの

二
つの

字
体
の字

源
を
別
のも

のと

し
て
いる

が
、
そ
れ
以
前
は同源

の字体と

考えられてい

た
よ
う
だ
。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

注
４

現
在
で
も同源

と
みるの

が
定説

で
あ
る
。

　

へ井
〉と

へヰ
〉
は
互い

に
筆勢

による

変異

の
範
囲
内
のゆれ

と認識

さ

二三



二
四

吉

　

見

　

孝

　

夫

れ
てい

た
可
能性は明治

期
に
も
あ
る
程
度
あて

はまる

。
書
体
の
違い

で
あ

れ
ば
、
あえ

て掲

げ
る
必要はない

。

５
０ ２

　

前節

で

「ネ」

「ヰ
」の仮

名
にはそ

れ
ぞ
れ二

種の

字体

が
併
用さ

れ
て
い
たと

結
論づけた

が
、
その有

り
方はい

ささか

違
う
よ
う
だ
。

　

表
１１
の

〈 子

〉の分布

をな

が
め
ると

、
こ
れ
を主要字体と

す
る
資
料
が

明治

二

一 年以

降少な

い
のに

気
づ
く
。
初版

が
明
治一

　

一
年
で
ある⑮

を除

い
た
⑫（

明
治
二
〇年

一
二
月
発
行
）か

ら
⑲
ま
で
の
一 〇

種の

資
料中僅

か

に⑳

だ
け
で
ある

。
明
治
二
〇年

発行

の
教
科
書
は
⑱
を除き

、
逆
に
八
種
が

す
べ
て
へ 子〉を

主要字

体
と
す
る
。
明
治一

九
年
以前の状

態
を考え

ると

、

この

分
布
と急

激
な変

化は

奇
妙と

す
ら
言え

る
。
⑳と⑱

は
同

一
書
で
ある

に
も
かか

わら

ず
字体を

異
にす

る
。
⑳は

明
治
二
〇年

八
月
発行

、
⑫は

同

年

一
二
月
発行

の版

で
ある

。

　

明治一

九
年は

教
科
書
検
定
制
度
が
導
入
さ
れ
た
年
で
あ
る
。
ここに

筆
者

は

一

　

つの

推
測
を
く
だ
す
。
文
部
省
は
、

一 九

年か

ら二

〇年

に
か
けての

検

定
に
お
い
て
、
「ネ
」
の字体には〈

子
〉
を
用
い
る
方
針
を

一
旦
採
用
し
た
。

二
〇年か

ら二

一 年にかけての検

定
以降

は
、
そ
れ
を変更

し
て

　

ヘネ
〉
を

用
いる方

針
を
採
っ
た
。
そ
の
結
果
が

「ネ」

の
分
布
に
反
映し

ている

。

　

教
育
史
に
疎
い
筆者

に
は
推測の域

を
越える

こと

は
で
き
ない

。
た
だ
こ

の
場
合
例
外
と
な
る⑲

には

影
印
で
見
る
限
り
、
「文部

省
検
定済

」 の

語
句
が

見
当らない

。

　

要
は
次
のこと

が
確認

さ
れれ

ば
よ
い
。
明
治三三

年の

小学

校
令
施
行規

則
第

一 号

表
で

「ネ」

の仮

名
の字

体をヘ

ネ
〉
に
定
めるお膳立てはそ

れ

以前か

ら整

っ
ていた

の
で
あ
る
。
筆
者
の
推
測
通
り
ならば

、
そ
のお膳立

て
は
文部省の

意
図に

よ
るこ

と
に
な
る
。

　

「ヰ
」
に
は
分布に

特異な点は

み
られ

ない

。
明
治初

年か

ら〈

ヰ〉と

へ 井

〉
が
桔抗

し
て出現

する

。
む
し
ろ
明
治三三年

の
小
学
校令

の
直
前
は

〈 井

〉
が
優
勢
で
あ
る
。

　

な
お
、先
の
推測

に
関連

し
て
次
の
よ
う
な
疑問

が
起
こるかも

しれな

い
。

検定

が

「ネ
」
の標

準
字体

と
し
て特定

の字

体
を要求

し
た形

跡が

あるの

に
、
「ヰ
」に

は
そ
れが

み
られな

い
のは

な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
〈 井〉

とへ ヰ〉

は
書
体
の
相
違
な
の
だ
か
らい

ず
れ
か
に
定
め
る
には

及
ば
な
か
っ
たと考え

れ
ば説

明
し
得
る
。‘ Ｕ

６

・
１

　

ヘネ
〉とへ ヰ〉

と
で多

少経

過に

差
はあ

る
が
、
こ
れ
ら
が
基準

の字体とな

っ
たのは

、
全
く
小
学
校
令
施行規

則
第一号

表
によ

っ
て
で

あ

っ
た
。

　

こ
の研究の

最
終
的な目

的
は
、
な
ぜ
こ
れ
ら
の
字体が

選
ば
れ
た
の
かを

解明

することにある

。
ここ

で
問
う

「なぜ

」
と
は
、
第

一 号表

制
定
に
あ

た
っ
て
の具

体的な審議

経
過
を追

う
こと

で
は
な
く
、
こ
れら

の
字体

が
選

ば
れ
定着

し
た
背
景
にある

文
字論

上
の
、
あ
る
い
は文

字史上

の
課題を追

求する

こ
と
で
ある

。

　

第一 号表

で
排除

さ
れ
た〈

子
ｖ

　

へ 井〉

には

、
字形

が
漢
字字

体
と一

致
す

るとい

う
共通点

が
ある

。
漢字

か
片仮

名
かの

同定

を
容
易
なら

し
めるた

め
に〈 子

・
井〉

の
字体を排

し
たとい

う
ことは十分

にあり

得
ること

で

あ
る
。
し
か
し
、
単に

漢字字体

と一 致

す
る
字体

で
あ
れば

片
仮
名
には数

多

い
。
ヘ
エ・力・夕・

ト

・ニ・

ハ
ｖ

　

が
挙げ

ら
れ
る
。
類似し

ている字体

で
あ
れば

更
に数

種

の字体

が
加
わ
る
。
た
だ

　

ヘ
エ

・
力・夕・

ト
〉

の
ヨ
ミ

は
、
字形を

同
じ
く
する

漢
字
の
音

・
訓と

は

一 致

し
な
い
。
従
っ
て
、
事実

上
漢字

か
仮
名
かの同

定
の
問
題
は起

こ
らな

い
。
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漢
字の

「 八

」
を

「
ハ」

と読

む
語
例
は
稀
な
の
で

　

ヘ
ハ
ｖ

　

は

「八
」
と
ヨ

ミ
が

一
致
する

とは

言
い難いが

、
〈 子

・
井

ｏ
ニリ ｖ

　

は字源

で
あ
る
漢字と

字
形もヨミ

も一

致
す
る
。
こ
れ
は
漢
字
か
片仮

名
かの同

定
を一

層
困難

に

す
る
。
かりに

「
〈井
〉ノ

中
」
とあ

っ
た
と
き
、
〈井
〉
が
漢
字

で
あるか

片

仮
名
で
あ
る
かを

判
定
する

こ
とは

文
脈を離れ

て
は
不可能

で
ある

。
「 井

戸

の中

」
「胃
の
中
」
「
堰
の
中
」
等
に
解
釈
が
分
か
れ
る
。
「
〈 井〉ノ

中ノ

カハ

ヅ
」
とあれ

ば
常識

的
に
は解

釈
は

「 井

戸の中

」に

確
定
する

が
、
漢字

か

片
仮
名
か
の
判
定
の
問題は依

然
と
し
て解

決
さ
れな

い
。

　

ここ

で

一 往の結論を出

す
なら

ば
、
へ子
・ 井〉

には

漢
字と同

形に

な
る

こと

を回

避する道

が
たまた

ま用意さ

れ
て
い
た
が
、
へる

に
はその道

が

閉
ざ
さ
れ
て
い
たとい

う

こ
と
に
な
る
。

　

この

結
論は

、
第

一
号
表
制
定
の
理由と

し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
明
治
に
な
っ

て
か
ら

　

ヘネ・

井
〉
が
通行字体とな

っ
た
ことの原

因
と
読
み
取る

べき

で

あ
る
と考

える

。

６

０
２

　

漢字との識

別
を容

易
に
す
る
必
要
が
あるのは

、
書
か
れ
た
内
容

を円滑

に
伝
達
す
るた

め
で
ある

。
「
〈井
〉
ノ
中
」
とある

だ
け
で
は
多
様
な

解
釈を許

し
て
し
ま
う
。

　

し
か
し
、
実際上

は文脈

に
支
え
られ

て
解釈は限定

さ
れ
るの

で
あ
り
、

多
様な解釈

が
可
能
な
のは

稀
で
ある

。
漢
字と同

じ
形
態
、
同
じ
ヨミ

で
あ
っ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

注 ５

て
も
伝達に

ほ
とん

ど
支
障
はない

。

　

と
こ
ろ
で
、
「
〈 井

〉ノ

中

ノ
カハ

ヅ
」
「
〈 子〉年

」とあ

れば

解釈

は
限
定

さ
れ
る
が
、
〈井
・子
〉
が
漢字

で
あ
るか

片仮

名
で
あ
るかの

判
定
はこ

れ
だ

け
で
は不

可
能
で
あ
る
。
とい

う
より

も
、
内
容
の伝達に

と
っ
ては

ど
う
で

も
よ
い事柄

で
ある

。
「ネ
・ ヰ

」
の
仮
名
の字体

が

〈子
・井
〉
で
も一

向
に

差
し
支
えない

。

　

明治に

な

っ
てヘ

ネ

ｏ
ヰ〉

が
通行字体

と
し
て使

われ

出
し
、
そ
れ
が
第

一
号表

で
採
用さ

れ
た背

後
に
は
、
単
に
内容の

伝達

を円

滑
なら

し
め
ると

い
う
機能

上
の
問題

に
と
ど
ま
らない

事
情
が
あ
る
と筆者

はみる

。
ここ

に

は
仮
名
観
の変化をみて

と
る
こ
とが

で
きる

。

　

漢
字か

仮
名
かの

同
定
は
ど
う
で
も
よ
いとい

う
のは

、
漢
字と仮

名
と
を

非連続

的
に
戴
然
と
区
別さ

れ
た
存在と

みる

見
方とはか

け
離
れ
て
い
る
。

漢
字と仮

名
と
が
連
続
し
た存在

で
ある

とい

えるの

は
、
平仮

名
の場

合
に

一
層は

っ
きり

する

。
漢字交

り
平
仮
名
文
献を現

行
字体に

翻
字
し
よ
う
と

する

と
、
漢
字
か
仮
名
か
の認

定
に
とま

ど
う
ことに

少な

か
ら
ず
遭遇

す

る
。
平仮

名
字
体
につ

いては

別
の稿を予

定
し
て
いる

の
で
、
ここ

で
は論

証抜

き
の
予
告
め
いたも

の言

い
に
な
ら
ざ
る
を得

ない

が
、
「
ネ
ｏ ヰ

」の

仮

名
の
字体

の
変化

には

、
近
世
か
ら
近
代
に
か
けての

仮
名
に
対
する意識の

変
容
が
根に

存在

し
ていたの

で
ある

。
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『国
語教

育
史

　

第五巻

』
（
一
九
八

一 年東京法

令
出版

）
に
よ

　 　

る
。
五〇ペー

ジ
。

　

２

　

春
日政治『 仮

名
発
達
史
の
研究

』
（
一
九
八二

年

　

勉誠社

）所
収
。
一 七四ペ

ー

　 　

ジ
。

一
九
四一年

初
出
。

　

３

　

『 国

語学大

系

　

文
字

一 』 （

一 九三

九
年

　

厚生閣）

に
よ
れば

代
表字体

はヘ マ〉

　 　

で
ある

。

これ

は
編
者
によ

る
改変

と
思わ

れ
る
。

　

４

　

築
島
格

『 日

本語

の世

界
５

　

仮
名』

（ 一

九
八

一
年中

央
公論社）

。
二
七
〇

　 　

ペー

ジ
。

　

５

　

同
じ
形
態
で
あ
り
、
か
つ
ヨミ

が
異
なる

が
故
に
多
様な

解釈が

生ず

る
可能性

　 　

もある

。
例え

ば「

〈子
〉
ノ年

」とあ

れば

、
「 子

供
の年

齢
」
とも

「ねずみ

　 　

年
」
と
も解釈

し
得
る
。

（ 本学

講
師

・
札幌

分校

）

二五


